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11 月は児童虐待防止推進月間です！ 

 

〈 児童虐待の定義とは 〉（厚生労働省ホームページより引用：児童虐待の定義と現状） 

◆身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど 

◆性的虐待  子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせるなど 

◆ネグレクト 食事を与えない、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど 

◆心理的虐待 脅し、無視、差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（面前 DV）など 

 

〈 出産や育児のことで悩んでいたら、それは児童虐待のサインかも・・・！？ 〉 

ひとりで悩まずご相談ください！！ 

また、悩んでいる方が近くにいましたら、市町窓口や児童相談所への相談を勧めましょう！！ 

【相談窓口】 

施設名 担当課 連絡先 

福井県児童相談所 

（総合福祉相談所） 

 0776（24）5138 <平日(日中)>   

0776（24）3654 <夜間、休日> 

丹南健康福祉センター 

 

福祉保健部 福祉課 

(鯖江市、越前町） 

0778（51）0034 

武生福祉保健部 福祉課 

(越前市、池田町、南越前町） 

0778（22）4135 

各市町担当課 鯖江市児童福祉課 0778（53）2224 

越前市子ども福祉課 0778（22）3628 

越前町福祉課 0778（34）8725 

池田町保健福祉課 0778（44）8000 

南越前町保健福祉課 0778（47）8007 
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児童虐待の相談は「189（いちはやく）」、 

  DV の相談は「＃8008(はれれば）」へ！！ 
DV が起きている家庭では、子どもに対する虐待が同時に行われている場合が

あります。また、DV を受けている人は、加害者に対する恐怖心などから、 

子どもに対する虐待を制止できなくなる場合があります。 

児童虐待・DV 相談において、全国共通短縮ダイヤルが設置されています。 

一人で悩まずにご相談ください！ 



 

里親制度知っていますか？？ 
福井県では様々な事情により家庭では暮らせない子どもたちを自宅に迎え、 

温かい愛情をもって育ててくださる里親さんを募集しております 

 

〈 いろいろな里親のかたちがあります！ 〉 

【季節・週末里親】（短期間でも里親登録ができます(*^-^*)） 

  お正月休みや長期休み、週末などに数日から 1 週間程度子どもを家に迎える里親 

【養育里親】 

  様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親 

【養子縁組里親】 

  養子縁組によって、子どもと法的な親子関係を結ぶことを前提として養育する里親 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

女性のがん検診、2 年に 1 回受けていますか？              

お忙しい女性の皆様のために、 

休日や平日夕方（17：00 以降）に 

がん検診を実施しています！        

 

 

 

      

12 月１８日(金) 申請締切！ 

禁煙に取り組む事業所に奨励金 10 万円を支給します！ 

奨励金の予算に限りがあります。 

まずは福井県健康福祉部 保健予防課（0776-20-0349）にお問い合わせください。 

所定の研修を受けるなど一定の要件を満たしていれば、 

特別な資格は必要ありません！ 

里親さんに望まれることは、子どもへの豊かな愛情です♡ 

【お問い合わせ】 

◆里親制度についてもっと知りたい！ 

       はじめての「里親制度」特設サイト     

◆里親制度に興味がある・里親になりたい！ 

  総合福祉相談所 こども・女性支援課 ☎０７７６（２４）５１３８ 

  

医療機関の個別 

検診で受けたい方 

 

市町の集団検診

で受けたい方 

 

お知らせ 

福井県 レディースがん検診 

福井県 禁煙 奨励金 


